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令和６年１月５日  

施設営繕担当部  

環 境 政 策 部  

 

（仮称）公共施設省エネ・再エネ指針（素案）について 

 

 

 

 

 

 

１ 主旨 

 区は、平成２０年３月、区が新築・改築・大規模改修を行う区施設において、施設整備

時に求められる環境配慮の水準及びこれを確保するために必要な技術的事項を定める「公

共施設省エネ指針（世田谷区環境配慮公共施設整備指針）」（以下、「本指針」とい

う。）を策定し、公共施設整備における区施設の省エネルギー化や再生可能エネルギー設

備の設置等を進めてきた。 

今後、さらなる区施設の省エネルギー化や再生可能エネルギーで設備の導入等を進め、

区施設における温室効果ガス排出量削減を推進するため、改訂に向けた検討を行った。 

 この度「（仮称）公共施設省エネ・再エネ指針」素案を取りまとめたので、決定する。 

 

２ 指針素案（別紙「（仮称）公共施設省エネ・再エネ指針 素案」参照） 

（１）指針素案のポイント 

・新築・改築・大規模な改修（躯体を残し、全面的に内装を撤去する改修等）に伴うＺ

ＥＢ化（本指針内で「世田谷区公共建築物ＺＥＢ指針」として規定）以外の改修工事

（以下「その他の改修」という。）に伴う省エネ化、再エネ設備導入の具体的手法を

設定した。 

・ＺＥＢ化とその他の改修に伴う省エネ化を合わせ、公共施設全体の平均ＢＥＩが、国

が定める２０５０年度の建築物省エネ化の目標値である０．６を下回るよう、省エネ

化の標準的手法を定めた。 

・標準的手法以外に、個別施設の改修時に導入を検討するその他の省エネ化・再エネ設

備導入の手法を定めた。 

・本指針における一次エネルギー消費量削減目標を定めた。 

 

（２）案作成に向けた調整事項 

・ＺＥＢ化、省エネ化、再エネ設備導入について、公共施設等総合管理計画との整合を

図る。 

・具体的な施設整備にあたっての手法検討の運用フローを明確化する。 

 

 

(付議の要旨)  

 公共施設省エネ指針を改訂し、「（仮称）公共施設省エネ・再エネ指針」として 

素案をとりまとめたので、決定する。 
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３ 指針のねらい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 「その他の改修」における省エネ化の標準的手法 

 これまで中長期保全改修時に実施していた８項目の省エネ化手法に加え、新たに７項目

の省エネ化手法を加えて標準的手法とした。今後、中長期保全改修実施時には必須項目と

して実施する。手法選定にあたっては、省エネ化に伴うコストとそれによる光熱水費の削

減額が同等以下となる手法を基本に選定した。 

 

 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

令和６年２月 環境・災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会（指針素案の報告） 

４月 政策会議（指針案の決定） 

５月 環境・災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会（指針案の報告） 

７月 指針改定 

 

１ （空調・換気）ファンの高効率電動機への更新 

２ （照明）LED器具への更新 

３ （照明）高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯への更新 

４ （給排水）節水器具への更新 

５ （給排水）潜熱回収給湯器への更新 

6~8 上記ほか３項目  計８項目 

１ （中央熱源）高効率空調用ポンプの導入 

２ （給排水）高効率給水ポンプへの更新 

３ 
（個別熱源）ビル用マルチエアコン（EHP）の

高効率機器への更新 

４ 
（個別熱源）ビル用マルチエアコン（GHP）の

高効率機器への更新 

５ （中央熱源）高効率熱源機器への更新 

６ （中央熱源）熱交換器の断熱 

７ （中央熱源）高効率冷却塔の導入 

BEI 値 1.0 

BEI 値 0.6 

以下 

 

 2050 年度 

その他の改修に

よる削減  

新築・改築・大

規模な改修での

削減 

②省エネ・再エネ指針目標 

（その他の改修において） 

省エネ化の標準的手法（計１５手法）の実施により、 

全体で 4.9％以上の一次エネルギー消費量削減（※）

を達成する 

※改修する単体の建物ごとでは約 6～7％の 

省エネを目標とする 

①ZEB 指針目標 

（新築・改築において) 

BEI 値 0.5 以下を達成、BEI 値 0.25 を目指す 

（大規模な改修において） 

BEI 値 0.5 以下を目指す 

 

全施設の平均 BEI 値 0.6 以下（第６次エネルギー基本計画（国）） 

（仮称）省エネ・再エネ指針のねらい（目標） 

従来より実施していた省エネ化手法 新たに標準的手法に追加する手法 
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(仮称)公共施設省エネ・再エネ指針 

―本編― 
 

 

素案 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6 年 1 月

別紙 




